
射水市子ども・子育て支援事業計画の構成（案）について 
 

第１章 計画の概要 

（１） 計画策定の背景 

 国の動きや社会的背景、射水市の状況を踏まえた本計画の策定の趣旨や背景を示します。 

（２） 計画の法的根拠と位置づけ 

      子ども・子育て支援法に基づく計画であること、次世代育成支援行動計画の考え方を継承す

るものであること等を示します。 

（３） 計画の期間 

      平成 27年～平成 31年の５か年とすることを明記します。 

第２章 子ども・子育てを取り巻く現状 

（１） 統計による射水市の状況 

      人口の状況、出生率の推移、世帯の状況、女性の就労状況、保育園・幼稚園の状況等を示し

ます。 

（２） ニーズ調査結果 

      昨年度実施したニーズ調査のなかから、射水市の特徴や課題のみえる内容を掲載します。 

（３） 次世代育成支援行動計画の評価 

      現行の次世代育成支援行動計画の進捗状況について、示します。 

第３章 計画の基本的な考え方 

（１） 基本理念とめざす子どもの姿 

      市のこれまでの取り組み、総合計画等の内容をふまえた本計画の基本理念及び市のめざす子

どもの姿を掲げます。 

（２） 取り組み方針 

      計画の推進にあたり、踏まえるべき方針を示します。 

（３） 施策体系 

      本計画で推進していく施策の柱立てを体系図で示します。 

第４章 量の見込みと確保の内容 

（１） 教育・保育提供区域の設定 

 本市の提供区域（４地区）について、地図や区分けの根拠を示します。 

（２） 量の見込みと確保方策について 

      ニーズ調査の結果や実績を踏まえた今後５年間の幼児教育・保育に関する量の見込みと確保

の内容について、年度ごとの数値を示します。 

第５章 施策の展開 

以下の基本目標ごとに、取り組むべき施策・事業を整理し掲載します。 

（１） 幼児教育・保育環境の整備 

（２） 保護者への支援体制の整備 

（３） 支援が必要な子ども・家庭への支援 

（４） 親と子の健康づくりの充実 

（５） 仕事と子育ての両立支援 

第６章 推進体制 

（１） 計画の推進に向けて 

      計画の推進に向けて、進捗管理の内容などを示します。 

（２） 家庭・地域・事業所等の役割 

      それぞれの役割や取り組みについて明記します。  
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